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農薬適正使用に係る対応の強化について

食品衛生法 （昭和２２年法律第２３３号） に基づく残留基準が設定されていない農

薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度 （以下 「ポジティブリス

ト制 度」 と い う。） の 施 行 に 当 た っ て は、
「農 薬 適 正 使 用 に係 る 指 導 の 特 別 強 化 に つ

い て」 （平 成 １ ８ 年 ３月 ２ ７ 冒 付 け １ ７ 消 安 第 １ ３ ３ ０ ９ 号 消 費 ・ 安 全 局 長、 生 産 局

長、 経 営 局 長 通 知。 以 下
「特 別 強 化 通 知」 と い う。） に よ り、 制 度 の 周 知 及 び 対 策 の

徹 底 を 図 っ て き た と こ ろ で す。
こ れ ら の 取 組 に つ い て は、

ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト制 度 の 施 行 （平 成 １ ８ 年 ５月 ２ ９ 胃）

後 も 引 き 続 き 実 施 す る 必 要 が あ る こ と か ら、 別 紙 の と お り、
「農 薬 適 正 使 用 に係 る 対

応 の 強 化 に つ い て」 を 定 め、
生 産 現 場 に お け る 指 導 の 一 層 の 徹 底 を 図 る こ と と した の

で、 御 了 知 い た だ く と と も に、 特 段 の 御 協 力 を お 願 い しま す。

なお、 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長より、 各都道府県の衛生部局

等 に 対 して、 別 添 １ の 通 知 が 発 出 さ れ た と こ ろ で あ る の で、 本 制 度 の 円 滑 な 運 用 が 図

ら れ る よ う 御 協 力 願 い ま す。

ま た、 都 道 府 県 知 事 に は、 農 政 局 等 を 通 じ、 別 添 ２ の
と お り 通 知 して い る の で 申 し

添 えま す。



（別紙）

農薬適正使用に係る対応の強化について

１ 指導 体制の強化

（１）都道府県における体制の強化

① 農薬敢締、 病害虫防除、 生産振興及び普及担当の行政部局、 農業者団体等か

ら 構 成 さ れ る 指 導 体 制 を 強 化 す る と と も に、 食 晶 衛 生 部 局 と の 連 携 を 強 化 し、

ポ ジ テ ィ ブリ ス ト制 度 の 円 滑 な 運 用 及 び 農 家 ・ 農 家 以 外 の 農 薬 使 用 者 に 対 す る

指 導 の 徹 底 を 図 る。

② 農 薬 飛 散 低 減 の た め の 新 技 術、 農 薬 登 録、 残 留 農 薬 基 準 等 に 関 す る 情 報 の 収

集 ・ 提 供 の 強 化 を 通 じ、 地 域 に お け る 新 技 術 の 導 入 ・ 普 及、 農 薬 の 選 定 ・ 適 正

使 用 等 に 向 け た 敢 組 を 積 極 的 に 推 進 す る。

③ 産地、 農家における農薬の適正使用及び適切な生産管理の徹底を図る観点か

ら、 農 薬 使 用 状 況 の 記 帳 の 取 組 を 積 極 的 に 推 進 す る。

（２）地域における積極的な指導の展開

① 普 及 指 導 セ ン タ ー や Ｊ Ａ を 中 心 と し た 巡 回 指 導、 相 談 窓 口 の 設 置 等 に よ る 地

域での指導体制の強化を図り、 地域の実情や営農 の実態を踏まえたきめ細かな

指 導 を 推 進 す る。 ま た、 必 要 に 応 じ、 使 用 農 薬 の 種 類、 使 用
時期 に つ い て の 農

家 問 の 調 整 ・ 指 導 を 行 う。、

② 飛 散 低 減 型 ノ ズ ル、 飛 散 防 止 ネ ヅ ト 等 の 新 技 術 の 実 証、 農 家 等 を 対 象 と した

実 演 会 ・ 技 術 研 修 会 の 開 催 等 を 通 じて、 農 薬 飛 散 低 減 の た め の 新 技 術 の 導 入 ・

普 及、 防 除 技 術 の 改 善 等 を 積 極 的 に 推 進 す る。

③ 農 薬 登 録、 農 薬 残 留 基 準 等 に 関 す る 最 新 の 情 報 を 踏 ま え て、 隣 接 す る ほ 場 に

栽 培 さ れ て い る 作 物 に 対 し て も 一 律 基 準 以 外 の 基 準 が 設 定 さ れ て い る 農 薬 の 選

定、 防 除 暦 の 見 直 し等 を 積 極 的 に 行 う。

④ Ｊ Ａ 等 が 中 心 と な っ て、
農 家 に お け る 農 薬 の 種 類、 使 用 時 期、 使 用 量 等 の 記

帳 を 積 極 的 に 推 進 す る と と も に、 記 帳
内 容 の 定 期 的 な 点 検

、
記 帳 内 容 に 基 づ く

指 導 の 徹 底 等 を 図 る。

２ 農薬 の適正使用に係る情報提供

農 薬 適 正 使 用 指 導 強 化 協 議 会 に お い て は、 関 係 機 関、
団 体 等 の 間 で ネ ッ トワ ー

ク を 通 じ て、
地 域 の 相 談 窓 口 に お い て 対 応 困 難 な 相 談 や 質 問 の 集 約、 回 答 の 迅 速

な 作 成 ・ 配 布 等 を 引 き 続 き 行 う こ と と して お り、 地 域 に お け る 指 導 推 進 に 当 た っ

て は、 そ の 効 果 的 な 活 用 を 図 る。 さ ら に、 国、 都 道 府 県 が 協 力 し て、 こ の ネ ッ ト

ワ ー ク を 活 用 して、 地 域 に お け る 効 果 的 な 取 組、 技 術 実 証 の 成 果 等 に 関 す る 情 報

の 集 約 及 び 提 供 に 努 め る。



⑧
（別添 ユ）
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各１浄プ ー 長殿

厚生労働省医薬食品局食晶安全部監視安全課長

食品に残留する農薬等の監視指導に係る留意事項について

食 品 に残 留 す る農 薬、 飼 料 添 加 物 及 び動 物 用 医 薬 品 （以 下
「農 薬 等」 と いう。） に

関 す る い わ ゆる ポ ジ ティ ブ リ ス ト制 度 が 本 目 より 施 行 さ れ ま す。 ポ ジティ ブリ ス ト

制 度 施 行 後 の 都 道 府 県 等 の 監 視 指 導 にっ い て は、 こ れ ま で と 同 じく 食 晶 衛生法 （昭

和 ２ ２ 年 法 律第 ２ ３ ３ 号。 以 下
「法」 と い う。

） 第２ ４ 条 第 １ 項 に基 づ いて 定め る都

道 府 県 等 食 晶衛 生 監 視 指 導 計 画 に よ り 実 施 さ れ る も の で あ り ま す が、 食 晶の 収 去検

査 等 の 実施 等 に あた っ て は、 下 記 の
点 に つ い て 特 に ご留 意 い た だ く よ うお願 い しま

す
。

記

ユ 食晶の収去検査等の実施

（１） 食 晶 の収 去 に あた っ て は、 検 査 結 果判 明 時 の 処 分 等 に資 す る た め、 出荷
者

・ 販 売 者、 出荷 日 な ど収 去 検 査 の 対 象 と す る 食 晶 に 関 す る 情 報 を 確認 し、 対象

全 体 を代 表 する 検 体 を 採 取 す る よ う に 努 め る こ と。 関係 自 治 体 等 への情 報提 供

に 資 す る た め、 確 認 した 情 報 に つ い て 記 録 す る と と も に、 収 去 す る食 晶を 特 定

で き る 包 装・ ラ ベ ル等 を 写 真 に 残 す こ と が望 ま しい こ と。

（２） 収 去 検 査 実 施 計 画 を 策 定 す る 際 は、 食 晶 群 等 ご と の 違 反 状 況等 を分 析 ・評

価 し、 食品
ごと の 流 通 量 の 季 節 変 化 等 を 考慮 のう え、 年 間 の検 査予 定数 な どを

定 め、 収
去検 査 等 を 行 う 際 は、 各 自 治 体 にお いて、

生 産・ 飼 育 時 に使用 さ れ る

農 薬 等 に つい て 情 報 を 収 集 す る と と も に
、
市 場
、
大 規 模販 売 店 等 の流通 拠点 に

お い て収 去 する な ど、 合 理 的 に 実 施 す る こと。

（３） 試 験検 査 の 実 施 に あた っ て は、
「分 析 法 のバ リ デ ー シ ョ ン につ いて （回 答）」

（平成１１年１０月８目付け地方衛生研究所全国協議会あて厚生省生活衛生局

食 晶 保 健 課 事 務 連 絡） を 参 考 に、 試 験 検 査 の 方 法 の 有 効 性 を 確 認 し、 確
立 した

方 法 を用 い る こ と。 ま た、
「食 品 衛 生 検 査施 設 に お け る 検 査 等 の 業 務管 理 につ



い て」 （平成 ユ ６ 年 ３月 ２ ３ 目 付 け食 安 監発 第 ０３２３００７ 号厚 生 労 働省 医薬 食晶

局食晶安全部監視安全課長通知）に基づき、 検査施設の業務管理を徹底するこ

と
。

２ 残留基準を超える農薬等を検出した場合の対応

（ユ） 収去 検 査 等 に よ り 残 留 基 準 を 超 え る 農 薬等 を 検 出 し た 場 合、 関係自 治 体及

び 関 係 部 局 と 連 携 し、 違 反 と な る 範 囲 （ロ ッ ト） を 特 定 し、
検 査 の対象と した

食 晶 に つ い て、 販 売 禁 止 ・ 廃 棄 等 の 措 置 を 行う と と も に、 関
係 自 治体等 に検 査

結 果 を伝 え、 原 因 究 明 及 び 再 発 防 止 策 を 講 じる よう 求 め る こ と。

（２） 農 薬 等 が 基 準 を 超 え て 残 留 す る 食 品 が 発 見 さ れ、 当 該 食 晶 を 原 材料 に して

製 造 ・ 加 工 が 行 わ れ た 食 品 が あ る こ と が判 明 した 場合、 当 該 食 晶 の配合 割合、

製 造 加 工 方 法
、 そ の 他 の 原 材 料 へ の 農 薬等 の 使用 の有 無 な ど を 調

べ
、 製 造力口工

された食晶において一律基準を超えて農薬等が残留する可能性について確認す

る こと。
な お、
一 律 基 準 を 超 え て 残 留 す る可 能 性 が ない も の に つ いて は、 食晶

衛 生 上の 危 害 が 認 め ら れ 征 い 場 合 と して、
法 第 ５ ４ 条 に 基づ く 対 応、 行政 指導

の 措置 を 敢 る 必 要が な い と 認 め ら れ る 場合 も ある の で、 留 意 す る こと。

（３） 法 第 ６ ３ 条 に 基 づく 違 反 者 の 名 称 等 の 公表 に 際 して は、 関 係 自治 体等 が 行

っ た 原 因 究 明 及 び 再 発 防 止 策 に つ い て も、 併せ て 公 表 す る よ う に 努めるこ と。

な お、 公 表 に あ たっ て は、 処 分 の 範 囲 や 健康 影響 の 有 無 な ど を 明 確 にする な ど、
い わ ゆ る 風評 被 害 の 防 止 に つ い て 十 分 注意す る こ と。

（４） 違 反 者 の 名 称 等 の 公 表 に 際 して は、 当 分 の 間、 厚
生 労 働 省 食 晶 安全 部 監視

安 全課 （担当 ：化 学 物 質 係） に 情 報 提 供す るこ と。

３ そ の 他

（１） 食 品 等 事 業 者 が 実 施 す べ き そ 族 及 び 昆虫 対策 につ い て は、
「食 晶等事業 者が

実 施 す べ き 管 理 運 営 基 準 に 関 す る 指 針 （ガイ ドラ イ ン） に つ い て」 （平成 １６

年 ２月 ２ ７ 日 付 け食 安 発 第 ０２２７０１２ 号及 び食 安発 第 ０２２７０！３ 号 厚 生 労働省 医 薬

食 品 局 食 晶 安 全 部 長 通 知） 等 に よ り 示 して い ると こ ろ で あ る が、 食 晶取 扱施設

において殺虫剤等を使用する場合には食品への汚染防止対策を行う等、 適正に

使 用 さ れ る よう 指 導 す る こ と。

（２） 食 晶 等 事 業 者 に ポ ジテ ィ ブ リ ス ト制 度 の 遵 守 を 指 導 す る 際 は、 同制 度 は取

引 関係 者 が 示 す保 証 書 や 試 験 の 実 施 な どを義 務 付 ける も の で は な い こと、 また

営 業 者 が 自 主 的 に 試 験 検 査 を 実 施 す る 場 合 に は、 農薬 等 の 使 用 や 違反 の状 況 を

踏 ま えて 検 査 項 目 を 定 め行 う べき で あ るこ と を指 導す る こ と。

（３） 都道府県等で実施されている食晶等の検査結果や処分等の内容を共有する

た め、 平 成 １ ７ 年 ９月 に 食 晶 保 健 総 合 情 報 処理 シス テ ム に お い て 広 域流通 食 晶

デ ー タ ネ ッ トワ ー ク シス テ ム の 運 用 を 開始 したと こ ろ で あ る が、 各都道 府 県等

に お い て 残 留 農 薬 等 モ ニ タ リ ン グ を 実 施 した 際 に は、 結 果 の 入 力 に努 めると と

も に、 そ の デー タ を 積 極 的 に活 用 する こ と。


